
佐
賀
県
が
公
平
委
員
会
の
事
務
を
受
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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佐
賀
県
が
公
平
委
員
会
の
事
務
を
受
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職 

員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

佐
賀
県
が
公
平
委
員
会
の
事
務
を
受
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲

を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
の
神
埼
市
の
出
先
機
関
の
項
中 

 

国
民
健
康
保
険
診
療
所 

所
長 

教
育
課
（
分
室
） 

課
長 

 

国
民
健
康
保
険
診
療
所 

所
長 

 

域
市
町
村
圏
組
合
の
項
中
「
課
長
」
を
「
課
長 

収
納
対
策
室
長
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「 「 

を 

」 

に
改
め
、
同
表
の
鳥
栖
地
区
広

」 
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